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２月彦根愛知犬上広域行政組合議会定例会会議録（第１号）  

 

平成 27 年 2 月 27 日（金）  

 

議  事  日  程  

第１  議席の指定  

第２  会議録署名議員の指名  

第３  会期の決定  

 第４  選挙第１号上程  

 第５  議案第１号上程（管理者提案説明・質疑・討論・採決）  

第６  議案第２号上程（管理者提案説明・質疑・討論・採決）  

第７  一般質問  

 

本日の会議に付した事件  

日程第１  議席の指定  

日程第２  会議録署名議員の指定  

日程第３  会期の決定  

日程第４  選挙第１号  

 彦根愛知犬上広域行政組合議会副議長の選挙について  

日程第５  議案第１号  

     平成 26 年度彦根愛知犬上広域行政組合一般会計補正予算（第３号） 

日程第６  議案第２号  

      平成 27 年度彦根愛知犬上広域行政組合一般会計予算  

日程第７  一般質問  

 

会議に出席した議員（ 16 名）  

２番  西  川  正  義  君       1 1番  田  中  滋  康  君  

３番  北  川  久  二  君       1 2番  吉  岡  ゑミ子  さん  

４番  佐々木  康  雄  君          1 3番  八  木  嘉  之  君  

５番  山  内  善  男  君       1 4番  辻    真理子  さん  

６番  西  澤  伸  明  君            1 6番  安  澤    勝  君  

７番  深  田  治  夫  君       1 7番  河  村  善  一  君  

８番  今  村  恵美子  さん           1 8番  外  川  善  正  君  

1 0番  上  杉  正  敏  君       1 9番  北  村    收  君  
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会議に欠席した議員（３名）  

１番  木  村    修  君       1 5番  安  居  正  倫  君         

９番  小  川  喜三郎  君  

 

議場に出席した事務局職員  

事 務 局 長 高  田  秀  樹      事務局副主幹 木  田  正  信  

事 務 局 次 長 山  田  禎  夫      書 記 高  橋    大  

  

会議に出席した説明員  

管  理  者 大久保    貴  君    事 務 局 長 高  田  秀  樹  君  

副 管 理 者 伊  藤  定  勉  君    総 務 課 長 山  田  禎  夫  君  

副 管 理 者 北  川  豊  昭  君    紫 雲 苑 場 長 茶  木  作  夫  君  

副 管 理 者 久  保  久  良  君    建設推進室長 山  岸  将  郎  君  

副 管 理 者 宇  野  一  雄  君    中山投棄場長 片  岡    聡  君  

会 計 管 理 者 西  田  哲  雄  君    中山投棄場主幹 水  森  豊  孝  君  

                  建設推進室主幹 村  上  義  一  君  
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午後 2 時 02 分開会  

○議長（北村收君）  それでは、た

だいまから平成２７年２月彦根愛知

犬上広域行政組合議会定例会を開会

いたします。ただいまの出席議員は、

１５名で、会議開会定足数に達して

おります。  

よって、平成２７年２月定例会は

成立をいたしました。  

＜辻議員入場＞  

直ちに、本日の会議を開きます。  

 

日程第１  議席の指定  

○議長（北村收君）  日程第１  １

月８日付けで多賀町議会から補充選

出の報告があり、新たに就任いただ

きました議員の議席の指定を行いま

す。議席は、ただいまご着席の議席

といたします。  

 

日程第２  会議録署名議員の指定  

○議長（北村收君）  次に日程第２  

本日の会議録署名議員の指名を行い

ます。会議録署名議員に１６番安澤

勝君、１８番外川善正君を指名いた

します。  

 

日程第３  会期の決定  

○議長（北村收君）  次に日程第３  

会期の決定を議題といたします。  

お諮りいたします。今定例会の会

期は、本日１日間としたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（北村收君）  異議なしと認

めます。よって、今定例会の会期は

本日１日間と決定いたしました。  

 

日程第４  選挙第１号上程  

○議長（北村收君）  次に日程第４  

副議長の選挙を行います。  

お諮りいたします。選挙の方法に

ついては地方自治法第１１８条第２

項の規定によって、指名推選にした

いと思いますが、ご異議ありません

か。  

（「異議あり」と呼ぶ者あり）  

異議ありの発言がございましたの

で。それでは、異議がありますので、

選挙は投票で行います。議場の出入

口を閉鎖します。  

（議場を閉鎖）  

ただいまの出席議員数は、１６人

でございます。  

次に立会人を指名いたします。立

会人に２番  西川正義君、３番北川

久二君を指名いたします。投票用紙

をお配りいたします。念のため申し

上げます。投票は、単記無記名です。  

（投票用紙配布）  

投票用紙の配布漏れはありません

か。  

配布漏れなしと認めます。投票箱

を点検いたします。  

（投票箱点検）  

投票箱は異常なしと認めます。  

ただいまから投票を行います。２

番から順番に投票願います。  
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（投票）  

投票漏れはありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

投票漏れなしと認めます。  

投票を終わります。  

開票を行います。２番西川正義君、

３番北川久二君に開票の立会いをお

願いいたします。  

（開票）  

それでは選挙結果を報告いたしま

す。  

投票総数１６票、有効投票数１６

票、無効投票０票。有効投票のうち、

北川久二君１３票、山内善男君３票、

以上のとおりです。この選挙の法定

得票数は４票であります。したがっ

て、北川久二君が副議長に当選をさ

れました。  

ただいま議場の入り口を開きます。 

ただいま副議長に当選されました

北川久二君は議場におられますので、

当選の告知をします。それでは、北

川久二副議長からあいさつをお願い

いたします。  

○副議長（北川久二君）  ただいま

は、はからずも、副議長という重責

に、皆様方のご投票の結果、就任を

させていただくことになりました。

私は、多賀町議会の北川でございま

す。今後におきましては、皆様方の

お力添えをいただきながら、副議長

の役職を務めさせていただきたいと、

このように思っておりますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。  

○議長（北村收君）ありがとうござ

いました。よろしくお願いいたしま

す。  

 

日程第５  議案第１号上程  

○議長（北村收君）  次に日程第５  

議案第１号  平成２６年度彦根愛知

犬上広域行政組合一般会計補正予算

（第３号）を議題といたします。職

員に議案を朗読させます。  

〔木田議会事務局副主幹朗読〕  

○議長（北村收君）提案者の説明を

求めます。  

管理者。  

○管理者（大久保貴君） それでは、

議案第１号  平成２６年度彦根愛知

犬上広域行政組合一般会計補正予算

（第３号）の概要について、ご説明

を申し上げます。  

補正前予算総額１１億８６４４万

１千円に対しまして、歳入歳出それ

ぞれに、９１７８万７千円を減額い

たしまして、予算総額を１０億９４

６５万４千円とするものでございま

す。今回の補正予算につきましては、

財務会計システムの導入、紫雲苑改

築工事、中山投棄場の委託料など、

入札によります執行残など不用とな

りました額について減額を主にお願

いするものでございます。  

また、火葬業務を行いながらの工

事となっております紫雲苑でござい

ますが、ご遺族の心情等に配慮し、

会葬・収骨時には工事を一時中断し



 

5 

 

ておりまして、また、天候不良など

にもよりまして、工事が遅滞いたし

ておりますので、平成２６年度に完

成できない工事費用等に相当する２

億９２９７万７千円の明許繰越につ

いても併せてお願いするものでござ

います。詳細につきましては、事務

局から説明を申し上げますのでよろ

しくご審議のほどお願い申し上げま

す。  

○議長（北村收君）  続いて事務局

からの詳細説明を求めます。総務課

長。  

○総務課長（山田禎夫君）  それで

は、議案第１号  平成２６年度一般

会計補正予算書について、ご説明を

させていただきたいと思います。お

手元にございます補正予算書の方を

ご覧いただきたいと思います。まず、

１ページにつきましては提出議案の

総括でございます。  

第１条、歳入歳出それぞれに９１

７８万７千円を減額しまして、歳入

歳出予算の総額を１０億９４６５万

４千円とするものでございます。  

第２条  紫雲苑改築工事の平成２

６年度に完成しない部分について、

一部、明許繰越するものでございま

す。  

第３条  紫雲苑改築工事にかかり

ます債務負担行為の限度額について、

補正するものでございます。  

続きまして、３ページをお開きい

ただきたいと思います。第２条  繰

越明許費補正でございます。紫雲苑

改築工事につきまして、天候不良な

ど諸般の理由によります工事遅滞の

結果、平成２６年度には完成できな

い工事費用等に相当する２億９２９

７万７千円について、明許繰越をお

願いするものでございます。  

続きまして、４ページをご覧いた

だきたいと思います。第３表  債務

負担行為補正でございます。２ヶ年

の紫雲苑改築工事につきまして、入

札執行によりまして契約額が確定し

ましたことにより２億９４８６万８

千円にお願いするものでございます。 

続きまして、６ページをお開きい

ただきたいと思います。歳入でござ

います。歳入につきましては、第１

款  分担金及び負担金、第２項  負

担金は、歳出の補正に伴いまして、

８８２３万３千円を減額し、９億７

４９４万円とするものでございます。 

それから、第２款  使用料および手

数料、第１項  使用料は、投棄場使

用料を１６０万円減額するものでご

ざいます。  

続 き ま し て 、 第 ３ 款  財 産 収 入  

第１項  財産売払収入につきまして

は、中山投棄場が所有しておりまし

た８トンダンプを入札により、売却

できましたことから６４万８千円を

計上するものでございます。  

第４款  繰入金  第１項  基金繰

入金は、今年度取り組んでおります

財務会計システム導入にかかります
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入札執行残分が不要となりますこと

から、充当額の２６０万２千円を減

額するものでございます。  

次に８ページをお開きいただきた

いと思います。歳出でございます。  

第２款  衛生費  第１項  衛生管

理費  第１目  一般管理費、第１１

節  需用費、公用車燃料費  ５万円

の補正をお願いするものでございま

す。  

第２款  衛生費、第１項  衛生管

理費、第１目  一般管理費、第１３

節  委託料は、財務会計システム構

築委託業務の入札執行残分について、

１５３万３千円の減額補正をお願い

するものでございます。  

第２款  衛生費  第１項  衛生管

理費、第１目  一般管理費、第１８

節  備品購入費につきましても、財

務会計システム構築委託業務の入札

執行残分として、１０６万９千円の

減額補正をお願いするものでござい

ます。  

それから、第２款  衛生費、第２

項  保健衛生費、第１目  斎場管理

費、第１３節  委託料につきまして

は、紫雲苑改築工事設計監理委託業

務にかかります入札執行残分につき

まして、９５４万２千円の減額補正

をお願いするものでございます。  

第２款  衛生費、第２項  保健衛

生費、第１目  斎場管理費、第１５

節  工事請負費につきましては、紫

雲苑改築工事一式にかかります入札

執行残分につきまして、７３６６万

１千円の減額補正をお願いするもの

でございます。  

第２款  衛生費、第３項  清掃費、

第 １ 目  投 棄 場 管 理 費  第 １ ３ 節  

委託料につきましては、中山投棄場

浸出水処理施設の水質検査委託業務

にかかります入札執行残分について、

５９０万６千円の減額補正をお願い

するものでございます。  

第２款  衛生費、第３項  清掃費、

第２目  塵芥焼却場費につきまして

は、候補地選定委員会の開催回数に

つきまして、委員会の設置時期が公

募委員募集等の関係で、当初想定時

期より遅れましたこと、また、協議

資料の調査・作成に当初想定より時

間を要しますことから、４回から２

回に変更したことによりまして、第

８節の報償費、第９節  旅費、第１

１節の需用費につきまして減額する

ものでございます。第１２節  役務

費の通信運搬費につきましては、選

定委員会の議事録について全委員に

確認する必要が生じましたため、そ

の郵送料について７千円の増額補正

をお願いするものでございます。以

上でございます。よろしくお願いい

たします。  

○議長（北村收君）  これより質疑

を行います。  

質疑の通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。質疑は一

括でお願いいたします。  
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６番  西澤伸明君。  

○６番（西澤伸明君）  ６番  西澤

です。それでは、補正予算の繰越明

許費についてお尋ねするものです。  

全協での説明の折に、工事が遅れ

た原因の中に流水対策、こういう件

がございました。それで、県の土砂

災害警戒区域、私の質問が、通告書

が間違っておりますので訂正をいた

します。災害危険地域という指定に

なっていますが、用語の間違いです

ので、警戒区域指定ということで訂

正させていただいてですね、このと

の関係ですね、これが大丈夫なのか

というように思いました。それはで

すね、以前、配置計画の中で出され

た県からの多賀町に出された通知文、

そして多賀町から当組合に通知され

た文書でですね、警戒区域が指定さ

れたのでいうことでありました。改

めて、今度の改築計画の配置図を見

ますと、背面になっています傾斜地、

急な崖となっています。その関係で

なんでですね、最近通常では考えら

れない集中豪雨が起こってまいりま

す。それとの関係でですね、この背

面になるところから、さほど離れて

いないというように思いますし、県

から通知がありましたこの配置図と

それからこの警戒区域の黄色の部分

ですね、これを重ねますとですね、

この紫雲苑の今度の改築計画にだぶ

ってくる、つまり後ろから、背面か

らですね、土砂の災害が発生をした

場合、その背面からですね、土砂の

流出、土砂崩れ等ですね、被害が起

きないのかという点であります。そ

ういう点で質問は、指定区域との関

係と、もう一つは背面のところの急

な崖、これの補強工事なども追加で

する必要があるということで判断を

されたのかどうか、お答え願いたい

と思います。  

○議長（北村收君）  紫雲苑場 長 。 

○紫雲苑場長（茶木作夫君）  お答

えいたします。今現在の傾斜地につ

きましては、岩を、岩というか山を

砕いております。それによりまして、

コンクリートで岩の方に土留めをし

まして、それから石を積んでいると

いう形であります。今現在は、表の

方は石がずっと並んでいるような状

態でございます。今現在、その石、

当時と変わらないというような状態

でございまして、今現在では、当初

できたときと、さほど変わらないと

いうふうに、これも議員からいろい

ろありまして、私もわかりませんの

で、設計士とか、今現在、施工業者

おりますのでいろいろ協議しまして、

聞いた結果、今のところは当初と変

わりはないというようなことで、強

度的には問題がないであろうという

ような判断で今現在では補強の予定

はいたしておりません。  

○議長（北村收君）  西澤伸明 君 。 

○６番（西澤伸明君）  私、以前の

議会で示された図を持っているんで
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すが、ちょうどその紫雲苑の今度の

改築の背面、あたるところ、つまり

南壁ですね、これのところで土砂の

災害の警戒区域が設定をされて、さ

らにその部分で、聞きますと北面の

基礎に当たる部分は問題なくて、背

面のところが土砂災害の警戒区域と

いうように指定をされていますが、

その場合であっても土留め、それか

ら堤防のようなもの、基礎的な工事

等がですね、必要でなかったのかど

うか。流水との関係では、どの部分

の集中豪雨によるこの流水などの危

険が迫ってですね、工事の遅れにも

ひとつ要因として上がってきたとい

う関係はどうなんですか。改めてお

聞きします。  

○議長（北村收君）  紫雲苑場 長 。 

○紫雲苑場長（茶木作夫君）  説明

が漏れまして申し訳ありません。今

の水が流れてきたというのは、ちょ

うど前の駐車場の方です。今、砕い

た方から今の駐車場の方に埋めてい

ると。それで、一応、ある程度の面

積を確保したというのが当初の計画

です。その当初の計画に合わせて、

駐車場の方を今現在、ものを建てて

います。その関係で、どうしてもな

かなか３０年では岩盤が固くなりま

せんのでどうしても伏流水的な形で

山の方から水が流れてくるというよ

うな形です。あの岩自体はそんなに

脆くはないと、ただ下の方から水が

くぐってくるので、それで基礎工事

を掘ったときに水が流れてくると。

ちょうどその時に雨の季節というよ

うな感じで台風とかいろんな形があ

りましたんで、それで水が流れてき

て、それを排出するというような形

でございまして、今の建っていると

ころにつきましては、ある程度、今

の段階で補強ができていると。それ

ともう一つ、工事的にちょっと今よ

りは後ろの方に下がるというような

形でやっておりますので、本体的に

はそんなに影響は、もし何かあって

も影響ないというように考えており

ます。  

○議長（北村收君）  再々質疑はあ

りますか。よろしいか。  

それでは次の発言を許します。質

疑は一括でお願いします。  

８番  今村恵美子さん。  

○８番（今村恵美子さん）  私は歳

入の３  ２  １のところですので、

この予算説明書では７ページですね。

７ページの物品売払収入、この問題

で、先の全協のときに８トンダンプ

の売却代ということで６４万８千円

というのが、売却代として収入財源

として上がっておりますが、１件だ

けの応札で落札していますけれども

落札者の名前、まずこれを公表して

ください。それからこの入札のとき

には、最低価格というのは設定して、

応札者には公開して落札をしてもら

ったのかどうか、その点についても

説明してください。  
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それとこの前お聞きしたときには、

当組合のホームページとか各行政関

係とか、掲示板に貼り出してたとい

うお話でしたけれども、やっぱりこ

ういった公有財産の処分なんですけ

れども、広く、自治体によってはネ

ットオークションで物を競売にかけ

て、いろんなこともしてますけれど

も、やっぱり管内にもいろんな人も

いらっしゃるし、広く募集をかける

ということで１円でも高く、この組

合の運営原資は管内の住民の税金で

賄っているわけですから、といった

意味でも収入として上がるものであ

ればそういった努力は当然していた

だかなくてはいけないと思うんです

けれども、そういったことで今回の

入札に関してはそういった面の配慮

が足りなかったんじゃないかという

ふうに考えますけれども、その点に

ついて答弁をお願いいたします。  

○議長（北村收君） 中山投棄場長。 

○中山投棄場長（片岡聡君）  失礼

します。今、今村議員のご指摘の、

２６年度一般会計の物品売上収入に

ついての４点の質問ですけれども、

１点目の落札者の名前の公表という

ことですけども落札者名は鬼塚大輝

さんという方でございます。  

２つ目の最低価格の設定公表して

いたのかというご質問ですけれども

公告により税抜で２５万円を公表さ

せてもらっております。  

３つ目のなぜネットオークション

で広く応募しなかったのかというご

質問ですけども全協で申しましたよ

うに彦根市の公有財産管理室の指導

助言をいただきまして当組合のホー

ムページならびに構成市町の公告の

掲示板等で参加を募りましたのでご

理解をお願いしたいと思います。  

そして、４つ目の財産処分のあり

方についての問題ですけども廃棄物

の運搬、そして場内の搬入路の整備

に使用しておりましたが、現在は使

用していないなど。また、昭和６１

年に購入をさせていただいて車両の

老朽化により、彦根市のこれにつき

ましても公有財産管理室のご指導を

いただきまして、また組合の財務規

則、契約規則によりまして、処理手

続きをさせていただきましたので問

題ないと認識をしておりますのでご

理解をお願いしたいと思います。  

○議長（北村收君）  再質疑はない

ですか。  

今村恵美子さん。  

○８番（今村恵美子さん）  中山場

長の方から設定２５万円だと、最低

は。そこに今回６４万８千円という

応札があったということは、やはり

その金額で買っても価値があったわ

けじゃないですか。買う人はやっぱ

りその金額を出すからにはその価値

を認めるから出すんですよね。です

から、当組合ではこれはもう老朽化

して使えるもんじゃないけどという

形でおっしゃいますが、それはまた
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住民の意識としてはまた違うような

捉え方とかあるわけじゃないですか。

でも、やっぱり自由な競争がなけれ

ば金額というのは一定偏るんですよ

ね。だから、私はやっぱり自由な競

争を保証するということでは、たっ

た１件だけで予定していた価格より

も高かったからいいんじゃないかと

か、そういう方向で物を捉えるので

はなく、これ、もともと買うときに

はみんなの税金が投入されているわ

けですからね、老朽化して処分の対

象になったとしても、やっぱり最後

の最後まで、やっぱり費用対効果か

ら考えて、そういった財産処分にあ

たっても最高効果を上げるという立

場をね、やっぱり特に一部事務組合

というのはこの収入財源ってほとん

ど１市４町の負担金ならびに僅か使

用料は入りますけどもね、ほとんど

が税金で賄われているという公共的

なところだからこそ、こういったこ

とにはもっと意欲を持つ必要がある

と思うんですけども今後もやり方と

して広く応募できるようなそういう

システムに取り組んでいくという対

応は今後検討はなさらないのでしょ

うか。私はそういうことをやっぱり

やっていくべきだと思います。個人

さん、１人、その方はたまたまそう

いうところでアップを見てこれある

なというのがわかりますけども普通

に考えてホームページで見る人とい

うのは、よっぽど仕事の関係で見る

か、公告だってそんなにいくら貼っ

ててもずっと全部確認して歩く人っ

て限られてきます。そういったこと

では、機会を広く住民に広げて有効

活用して、これだったら使えるとい

う人が今回２５万が６４万５千円ま

ではね上がっているということはや

はりそういったことをもっと多くに

声かけたらまたその中で自由競争も

起こるわけじゃないですか。競り合

ったら上がっていくわけですからね。

そういったことをもう少し検討はす

るという方向性は、管理者、こちら

の皆さんの中でもそういった話は、

協議というのはされないんでしょう

か。  

○議長（北村收君）  中山投棄場場

長。  

○中山投棄場長（片岡聡君）  失礼

します。言っておられるのは、ネッ

トオークションで広く販売等をとい

うことだと思うんですけれども、こ

れにつきましては、法整備とか、マ

ニュアルづくりが今のことろ当組合

はできておりませんので、先進的な

事例も含めまして、今後検討をさせ

ていただきたいと思っておりますの

でご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（北村收君）  再々質疑はあ

りますか。よろしいか。  

○議長（北村收君）  以上で事前通

告のあった質疑は終了いたしました

ので、以上で議案第１号に対する質

疑を終結いたします。  
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○議長（北村收君）  これより討論

を行います。討論はありませんか。  

討論なしと認め、討論を終結いた

します。  

○議長（北村收君）  これより採決

を行います。議案第１号  平成２６

年度彦根愛知犬上広域行政組合一般

会計補正予算（第３号）を原案のと

おり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。  

〔賛成者起立〕  

○議長（北村收君）  ご着席願いま

す。起立全員であります。よって、

議案第１号  平成２６年度彦根愛知

犬上広域行政組合一般会計補正予算

（第３号）は原案のとおり可決され

ました。  

 

日程第６  議案第２号上程  

○議長（北村收君） 次に日程第６、

議案第２号  平成２７年度彦根愛知

犬上広域行政組合一般会計予算を議

題といたします。職員に朗読させま

す。  

〔木田議会事務局副主幹朗読〕  

○議長（北村收君）  提案者の説明

を求めます。  

はい。管理者。  

○管理者（大久保貴君） それでは、

議案第２号  平成２７年度彦根愛知

犬上広域行政組合一般会計予算の概

要につきまして、ご説明を申し上げ

ます。  

予算総額につきましては、歳入歳

出それぞれ６億１２３８万６千円と

するもので、前年度と比べますと、

５億８１８０万７千円の減額となる

ものでございます。予算の詳細につ

きましては、これから事務局から説

明をいたしますが、紫雲苑改築工事

につきましては、待合棟建設となり

ます第２期工事を第１期工事と同様

に火葬業務を行いながら着手いたし

ますことから平成２７年度にかかり

ます工事経費を計上させていただい

ております。また、中山投棄場、日

夏投棄場の各施設の適正な維持管理、

特に中山投棄場が平成２８年３月い

っぱいで埋立処分を終了することに

伴いまして一時的な措置といたしま

して、民間処理業者へ最終処分を委

託をいたしますために、構成市町の

一般廃棄物をストックいたします中

継基地の設置に必要となります経費

を計上させていただいております。  

また、ごみ処理施設建設事業につき

ましては、本年度から２ヶ年にかけ

まして、候補地選定支援業務といた

しまして、平成２７年度から平成２

８年度までの期間に実施し、限度額

４４７万２千円の債務負担行為をお

願いするものでございます。  

各構成団体におかれましては、非

常に厳しい財政状況下ではございま

すが、当組合の運営にご理解をいた

だきどうぞよろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。  

○議長（北村收君）  続いて、事務
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局からの詳細説明を求めます。  

総務課長。  

○総務課長（山田禎夫君）  それで

は、議案第２号  平成２７年度一般

会計予算書について説明させていた

だきます。お手元にございます予算

書をご覧いただきたいと思います。  

まず、平成２７年度当初予算の編

成にあたりまして、各構成団体の財

政状況や財政健全化に向けた取り組

みを十分に踏まえ、当組合の主要な

事業を中心に、円滑な組合運営に資

することに留意し、対応させていた

だいたところでございます。  

予算総額は、歳入歳出それぞれに

６億１２３８万６千円とし、前年度

と比べ、平成２６年度から着工して

おります紫雲苑改築工事の第１期工

事が終わりますことなど、５億８１

８０万７千円の大幅な減額となって

いるところでございます。  

まず、歳入面では収入の根幹をな

します構成市町の負担金の軽減を図

りますため、新規事業のポスト中山

の中継基地設置、あるいは昨年度に

引き続き紫雲苑改築工事に要する経

費につきましては、基金を取り崩し

充当することといたしているところ

でございます。  

歳出面では、紫雲苑改築工事事業

について、第２期工事分に必要とな

る経費を計上させていただきました。 

中山投棄場・日夏投棄場の各施設の

適正な維持管理、あるいは中山投棄

場が２８年の３月末で、埋立処分を

終了をすることに伴いますところの、

一時的に一般廃棄物をストックする

中継基地に必要となる経費を計上さ

せていただいているところでござい

ます。  

ごみ処理施設建設事業につきまし

ては、候補地選定業務に必要となる

経費を計上させていただきました。  

２月２０日の全員協議会で、説明を

申し上げておりますので、主な内容

に絞って説明をさせていていただき

ますのでよろしくお願い申し上げま

す。  

それでは、１ページをお開きいた

だきたいと思います。１ページの第

１条  第１項では、平成２７年度一

般会計歳入歳出の予算の総額は、歳

入歳出それぞれ６億１２３８万６千

円とすること、第２条は債務負担行

為について定めているものでござい

ます。  

続きまして、３ページをご覧いた

だきたいと思います。３ページは第

２表債務負担行為でございます。ご

み処理施設建設事業にかかります候

補地選定支援業務について、委託契

約期間が２ヵ年にわたりますため、

平成２７年度から平成２８年度の期

間で限度額４４７万２千円の債務負

担行為をお願いするものでございま

す。  

続きまして、６ページをご覧いた

だきたいと思います。６ページの第
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１ 款  分 担 金 及 び 負 担 金 、 第 ２ 項  

負担金でございますけれども、当組

合事業の、斎場管理分、投棄場管理

分、建設推進室分にかかります管理

運営の経費につきまして、合計で４

億７０２３万４千円でございます。  

７ページをご覧いただきたいと思

います。第２款  使用料及び手数料、

第１項  使用料は、火葬場と投棄場

の各施設の使用料収入として、合計

で２７１２万円でございます。  

続きまして８ページをご覧いただ

きたいと思います。８ページ、第３

款  財産収入、第２項  財産売払収

入、第１目  物品売払収入は、中山

投棄場の重機、ブルドーザーでござ

いますけれども、その売却処分を予

定していることに伴いまして、３０

万円の計上をお願いするものでござ

います。第４款  繰入金、第１項  基

金繰入金、第２目  投棄場重機・施

設整備基金繰入金は、３２６７万７

千円の計上でございまして、これは

歳出にも申し上げますポスト中山・

中継基地整備に伴います重機購入に

要する経費に充当するものでござい

ます。  

続きまして９ページをご覧いただ

きたいと思います。９ページ、第４

款  繰入金、第１項  基金繰入金、

第１目  斎場施設整備基金繰入金は、

紫雲苑改築工事の第２期分工事に要

する経費として、７４０９万９千円

を充当するものでございます。  

以上が、主な歳入の内訳でござい

まして、歳入合計の総額は６億１２

３８万６千円でございます。  

続きまして歳出の内訳について、

ご説明をさせていただきますので１

１ページをご覧いただきたいと思い

ます。  

１１ページ、第１款  議会費、第

１項  議会費、第１目  議会費は議

会運営に関する経費でございまして、

合計で３４万４千円をお願いするも

のでございます。  

続きまして１２ページをご覧いた

だきたいと思います。１２ページの

第２款  衛生費、第１項  衛生管理

費、第１目  一般管理費は、監査委

員など、委員報酬、プロパー職員、

派遣職員、嘱託職員、臨時職員の人

件費、および総務課にかかります事

務費、顧問弁護士委託料などの経費

でございまして、合計で１億３１２

５万４千円でございます。  

それからずっといきまして１６ペ

ージをご覧いただきたいと思います。 

１６ページは、第２款  衛生費、第

２項  保健衛生費、第１目  斎場管

理費でございますが、火葬場の紫雲

苑の運営、維持管理と改築工事に要

する経費でございまして、合計で３

億２３２３万１千円でございます。  

１７ページをご覧いただきまして、

１７ページの第１５節  工事請負費

につきましては、紫雲苑改築工事に

要する第２期工事分として、平成２
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７年度分として２億８３０７万３千

円をお願いするものでございます。  

続いて１８ページをご覧いただき

たいと思います。１８ページの第３

項  清掃費、第１目  投棄場管理費

は、中山投棄場と日夏投棄場の維持

管理、ポスト中山の中継基地設置に

要する経費でございまして、合計で

１億４００８万５千円でございます。 

続きまして１９ページをご覧いた

だきたいと思います。１９ページの

第１３節  委託料でございます。施

設の維持管理に必要となります説明

欄に記載の委託業務の他、平成２７

年度では、ポスト中山、中継基地設

置工事実施設計委託業務を行うもの

で３８４５万２千円をお願いするも

のでございます。  

続きまして２０ページをお開きい

ただきたいと思います。２０ページ

の第１５節  工事請負費は、ポスト

中山中継基地設置工事として３０６

５万３千円でございます。続きまし

て第１８節の備品購入費でございま

すが、ポスト中山中継基地整備にか

かります重機購入代として３２８３

万６千円でございます。なお、重機

購入分の３２６２万７千円につきま

しては、歳入でもご説明申し上げま

したように、投棄場重機・施設整備

基金を充当をお願いするものでござ

います。  

続きまして２１ページをご覧いただ

きたいと思います。第２目  塵芥焼

却場費は、新しいごみ処理施設にか

かります建設推進室の運営に要する

経費でございまして、合計で６５１

万２千円でございます。特に、第１

３節の委託料につきましては、地域

計画の変更業務に６８万１千円、候

補地選定支援業務を平成２７年度、

２８年度の２ヵ年で委託する経費と

して、４４７万１千円を計上するも

ので、合計で５１５万２千円をお願

いするものでございます。  

続きまして２２ページでございま

すが、第３款  公債費、第１項  公

債費につきましては、起債の償還に

か か る 経 費 で ご ざ い ま す 。 第 １ 目  

元金の償還額は６０４万円、次の第

２目  利子の償還額は２２万８千円

で、合せまして６２６万８千円でご

ざいます。第４款  予備費、第１項  

予備費、第１目  予備費は１００万

円でございます。  

以上が、主な歳出の内訳でござい

まして、歳出合計は６億１２３８万

６千円をお願いするものでございま

す。  

続きまして２３ページから２６ペ

ージにかけましては、給与費明細書

でございまして、予算書の人件費に

かかる内訳でございます。  

続きまして、２７ページでござい

ますが、２７ページにつきましては、

上段は債務負担行為のそれぞれの事

業の支出予定額等に関する調書でご

ざいますし、下の段につきましては
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起債残高の見込みに関する調書でご

ざいます。平成２７年度は新規の起

債借入れ予定がございませんので、

元金６０４万円を償還しまして、平

成２７年度末現在高は１６７６万７

千円の予定となるものでございます。 

以上、平成２７年度彦根愛知犬上広

域行政組合一般会計予算の説明とさ

せていただきます。  

それでは、ご審議につきまして、

よろしくお願いいたします。  

○議長（北村收君）  これより質疑

を行います。  

質疑の通告書が提出されておりま

すので発言を許します。質疑は一括

でお願いします。  

８番  今村恵美子さん。  

○８番（今村恵美子さん）  それで

は、平成２７年度一般会計予算書に

つきまして、予算書全般に通じて質

問させていただきたいんですけど、

税金の無駄使いをなくし管内の市町

負担金、先ほど管理者からも厳しい

財政状況の中で運営しているという

お話ですけれども、そういう市町負

担金、税金を減らしていくための、

ひとつの方策としてはここの当組合

で行っている物品や設備、いろんな

機器の購入、業務委託、工事発注、

こういった入札におきまして業務が

専門的な業務が多いという話とかも

いろいろ聞きますけれども、やはり

随意契約がやっぱり多ければどうし

たって経費は減らないと思うんです。

そういった面で随意契約を減らして

いく取り組み、こういったことは新

年度において進むのでしょうか。前

年度と比較して、どういう取り組み

をやっていくとか、検討していく中

身とか、具体的な面で説明をお願い

いたします。  

○議長（北村收君）  総務課長。  

○総務課長（山田禎夫君）  今村議

員のご質問にお答えさせていただき

ます。  

まず、当組合の契約の締結につき

ましては、ご存じのとおり、平成２

６年４月から予定価格が１０００万

円以上の建設工事につきましては、

条件付一般競争入札、それから地方

自治法第２３４条第２項の規定に基

づきます、あるいは同法施行令第１

６７条第３号に基づきます指名競争

入札、それから、小額なものなどに

つきましては、同法施行令第１６７

条の２第１項各号の規定によります

随意契約の方法によりまして、実施

しているところでございます。  

議員が申されますように、経費を

節減し、公平性、競争性、参加機会

の向上を確保していくことが必要で

あるということは、これまでからの

議員からのご指摘等でですね、十分

に認識はさせていただいているとこ

ろでございます。その中で随意契約

を行うにあたりましても、複数の見

積りをとるなどをして、競争させ、

経費節減に努めているところでござ
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います。  

平成２７年度の取り組みで随意契

約を含め、そういった取り組みをど

ういうふうに考えているのかという

ご質問につきましては、当組合の建

設工事等契約審査委員会というのが、

平成２６年４月から実施をされてい

るわけでございます。その中で年度

当初に十分に審査を行う中で、随意

契約というものが安易に行われるこ

とのないように努めてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、ご

理解を賜りますようよろしくお願い

したいと思います。よろしくお願い

したいと思います。  

○議長（北村收君）  再質疑はあり

ますか。  

今村恵美子さん。  

○８番（今村恵美子さん）  工事契

約などは、工事高によって指名やら

条件付きやら一般競争入札とかあり

ますけれども、私は基本的にこの事

務組合の中で随意契約の件数、これ

をどうやって少なくしていくのかと、

小規模なものだから随意契約とかい

う話で、先ほどおっしゃっておりま

したが、２６年度において随意契約

した、私がここに書きました、物品

や設備工事、業務委託、小規模な工

事に関する随意契約、あったかどう

かわかりませんが、何件あったんで

すか、全体で。説明してください。  

○議長（北村收君）  総務課長。  

○総務課長（山田禎夫君）  平成２

６年度で随意契約をいたしましたの

が、全部で２１件でございます。  

○議長（北村收君）  再々質疑はあ

りますか。  

今村恵美子さん。  

○８番（今村恵美子さん）  その２

１件が、随意契約でなくては契約で

きないと契約として円滑に業務とし

て遂行できないと思われる理由、そ

れから２１件というのはずっと続い

ている随意契約かどうか。今年だけ

の随意契約じゃなくて、継続的に随

意契約が続いているのかどうか、２

１件の中で。私が思いますのは、当

組合というのは職員の数も少ないわ

けですし、いろんな面で組合と関係

するいろんな業者間の中の交流とい

うのは出てしまうと思うんです。そ

れは仕方がないと思っているんです

が、しかし、そういった中でも、や

はり馴れ合いではなくて先ほどおっ

しゃったように、競争性、透明性、

公平性が確保される、そういった業

務を遂行していくためにはそういう

観点に立って職員さんはお仕事をし

ていただきたいと。そうすることで、

やはりこの全体のこの管内のこの事

業というのが、密接に住民の暮らし

に関わる事業で、なくてはならない

事業をしていただいているのでそう

いったことを適切な業務遂行をして

いただきたいと思う点から申し上げ

てるんですがその２１件は随意契約

に付した理由、または長期に継続的
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にやっているのかどうか、今後はそ

れは減らせないのか、その点につい

て最後お願いします。  

○議長（北村收君）  総務課長。  

○総務課長（山田禎夫君）  まず、

随意契約の主な理由につきましては、

やはり法で定めるところの少額なも

のが大半でございます。特に随意契

約をする中で契約担当者の事務等の

負担を軽減いたしまして、事務の能

率化に寄与するという長所といいま

すか、そういったところをやってい

るんですが、ただ議員が申されるよ

うに、その反面、それが本当に適正

なのかどうなのかといったようなと

ころは随意契約の中で検討が必要で

あるというようにも認識はしており

ます。以前、議員が申されましたよ

うに、基本は一般競争入札でありま

して、次に指名競争入札がございま

して、例外的に随意契約があるとい

ったようなことであるということは

十二分に認識をする中でですね、先

ほども申し上げましたように随意契

約をするにあたっても安易に随意契

約をすることなく複数の見積もりを

とりながらいかにやっていくのかと

いうようなことを考えているところ

でございます。併せて、長年、ずっ

と同じようなものが続いているのか

というようなことでございますが少

額なものが大半でございますので、

実際としては同じものが続いている

というようなことではあるわけでは

ございますけれども、ただ冒頭申し

上げましたとおり、契約審査委員会

の中で年度当初にもう一度、議員の

ご意見を踏まえながらですね、審査

委員会の中で平成２７年度の随意契

約を拾い出していって実際に本当に

どうなのかということを吟味しなが

ら、法に照らし合わせながらですね、

進めてまいりたいというように考え

ておりますので何卒ご理解をいただ

きたいと思います。以上でございま

す。  

○議長（北村收君）  以上で事前通

告のあった質疑は終了いたしますの

で、以上で議案第２号に対する質疑

を終結いたします。  

これより討論を行います。討論は

ありませんか。  

○議長（北村收君）  西澤伸明 君 。 

○６番（西澤伸明君）  ６番  西澤

です。平成２７年度の彦根愛知犬上

広域行政組合一般会計予算に対する

反対討論を行います。  

反対理由の第１は、負担金・分担

金の不公平が改善されていない問題

です。これは、以前から改善すべき

だと提起している課題ですが、いま

だに検討すらされていません。住民

一人当たりの割合にしますと、彦根

市が１に対して、犬上３町はいずれ

も２を超えます。大きな財政力のあ

る彦根市の立場からしても、不公平

な負担を押し付けることを容認して

はならないと思うのであります。そ
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れは、可燃ごみ、不燃ごみの処理問

題にしろ、斎場運営にしろ、発言権

も財政負担も構成市町の対等・平等

の原則を保持してこそ、健全で好ま

しい協力関係が育成されるものと確

信しているからです。具体的には、

改めて提起しますと、均等割の２割

を１割に改めるだけでも数値は大き

く改善します。少なくとも１ .５倍を

超えない程度にすべきだと考えます。  

もう一つの理由は、塵芥処理・斎

場業務などは専門的な技術を要する

ことから業者の数が限られ、委託発

注が特定の業者に偏りがちになりま

す。先ほどにもありましたが、そう

しますと公平、公正な競争原理が働

きにくくなるというのは当然であり

ます。ともすれば、談合や行政との

癒着が起きるリスクが高くなるもの

であります。その上、随意契約では

ますます不正を拡大することになり

かねません。よって、最大限に一般

競争入札に付することをしなければ

ならないと考えます。主に２つの改

善すべき事項を提起して反対討論と

いたします。  

○議長（北村收君）  他に討論はあ

りませんか。  

討論なしと認め、討論を終結いた

します。  

○議長（北村收君）  これより採決

を行います。議案第２号  平成２７

年度彦根愛知犬上広域行政組合一般

会計予算を原案のとおり決すること

に、賛成の諸君の起立を求めます。  

〔賛成者起立〕  

○議長（北村收君）  ご着席願いま

す。  

起立多数であります。よって、議

案第２号  平成２７年度彦根愛知犬

上広域行政組合一般会計予算は原案

のとおり可決されました。  

 

日程第７  一般質問  

○議長（北村收君）  次に日程第７  

定例会でありますので、当組合所管

事項に対する一般質問を行います。  

一般質問の通告書が提出されてお

りますので発言を許します。質問は

一括でお願いします。  

通告提出順でいきます。  

１６番  安澤勝君。  

○１６番（安澤勝君）  それでは、

彦根愛知犬上広域ごみ処理施設建設

候補地の選定について質問させてい

ただきます。  

昨年１２月１６日開催の第１回候

補地選定委員会で示された資料７の

１および資料７の２によりますと２

６年１２月から２７年３月の募集ま

での間に月１回のペースで４回程度

開催とありますが、また今年３月に

は管理者会において広域振興策の承

認、募集要項・チラシの承認、選定

地の報告とあり、今年４月から公募

開始し、期間は６ヶ月と記されてい

ますが、全員協議会でいただいた資

料に第１回の会議の議事録がありま
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すけれども、その後委員会は開催さ

れていないのか、議事録は添付され

てなかったです。その後、開催され

ていないのであればその理由は何で

あるのでしょうか。管理者は喫緊の

課題であると述べられています。そ

のとおりで、私もなくてはならない

施設であり、スピード感をもって対

応をと、以前に発言をしています。

喫緊の課題であると認識しているに

も関わらず、管理者として計画、こ

れは資料７の１、７の２に基づいて

進める責任があるのに、それを怠っ

ています。また、事務局も選定委員

会を開催できるよう資料を整え、委

員長と連携して、委員会を計画どお

りに開催していないことにも責任が

あり、委員長の任にある金谷教授を

はじめ、委員会全職員の職務怠慢だ

と言わざるを得ません。三者、それ

ぞれの責任についてどのようにお考

えであるのか、見解を求めます。  

中山投棄場の中継基地は２８年４

月から５年間、その後、中継基地は

新設するごみ処理場の一画に移設す

ると聞いております。そのことから

も急がなければならないと思ってお

ります。現状報告と今後のスケジュ

ール、開催されていない、開催とは

いうのは委員会のことです。委員会

の開催されていない理由、公募要件

の整理にここまで時間がかかる理由

をお示しいただきたいと思います。   

また、三津・海瀬地域で建設の話

が白紙撤回されたあと、候補地とし

て既に名乗りを上げている組織が現

にあるのはご承知のとおりです。こ

の原開発委員会の位置付けはどうな

るのでしょうか。お尋ねいたします。

ここで申し添えておきますけれども、

そもそもこの建設依頼の件について

は、彦根市から依頼があり、原開発

委員会が承知した件です。以上、誠

意をもってお答えをお願いいたしま

す。  

○議長（北村收君） 建設推進室長。 

○建設推進室長（山岸将郎君）  ま

ず、選定委員会が１２月１６日以降

開催されていないが、管理者、委員

会、事務局それぞれの責任について

ということで、お答えします。広域

一般廃棄物処理施設につきましては、

当地域での２回の断念というこれま

での経緯に加えまして、事業規模見

込みとしては１００億円を超える公

共事業であり、建設地はもちろんの

こと、それ以外の住民の方にも十分

理解をしていただいた形で時間をか

けて進めていく必要があると考えて

います。一方、安澤議員の質問のと

おり、地域の喫緊の課題であり、で

きるかぎり迅速な対応をすべきこと

も理解しております。このことから、

透明性確保のための新たな選定委員

会を今年度から設置し、募集要件よ

り協議していただくための補正予算

を８月議会に上程し、承認いただい

たところでございます。補正予算で
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お願いしましたのも、平成２７年度

当初予算では遅いと考えていたため

でございます。  

以上のことは、管理者、事務局とも

理解の上で、住民への透明性の確保

の点から、選定委員会の自主性をで

きる限り尊重して土地選定を進めて

いただこうと考えております。１２

月１８日の第１回委員会では、圏域

内自治会の動向調査、公募団体の詳

細スケジュールの再調査、土地面積

４ｈａの基礎データである人口推計

値・ごみ処理推計値の提示を求めら

れたところでございます。できるか

ぎり適正な土地公募を提案しようと

委員会の方では考えていただいてお

ります。この資料作成に時間を要し

ていることに加え、募集要件にかか

る地域振興策は初めての試みであり

関係構成団体と十分な協議が必要で

あるため、次回会議の開催に時間が

かかっているものでございます。管

理者、事務局、委員会それぞれに事

情も把握したうえで、誠心誠意この

問題に取り組んでおりますことをご

理解いただきますようお願いいたし

ます。  

 次に、現状報告と今後のスケジュ

ール、開催していない理由、公募要

件の整理にここまで時間がかかる理

由ということについてお答えします。

選定委員会につきましては、３月中

旬をめどに会議を開催する予定で調

整しております。協議内容につきま

しては、前回会議の指摘事項の回答、

今後のスケジュール、公募要件、選

定要件等について協議する予定でご

ざいます。今後のスケジュールにつ

いては、８月補正予算時点よりは遅

れますが、平成２７年度半ばでの募

集開始、平成２８年度夏前に締め切

り、平成２８年度末に有力候補地の

選定報告という見込みをしておりま

す。  

１２月１６日以降開催されていな

いことについては、先にもお答えし

ましたとおり、前回会議での指摘事

項に対する資料づくりと地域振興策

の調整に時間を要しているためでご

ざいます。公募要件の整理に時間が

かかる理由につきましては、まず第

１には公募にかかる地域振興策が先

ほども申しましたが、初めての試み

であり、公的資金を投入するもので

ありますので、関係自治体の財務当

局と慎重な協議が必要であること、

第２として公募要件は選定基準とも

表裏一体のため、一緒に検討すべき

であるとの見解が委員会で決定され

たためでございます。公募要件、選

定要件に関しては委員会設置要綱に

より委員会で決定することになって

おり、同時に進める場合には時間を

要しますので、ご理解いただきたい

と考えております。  

 次に、原開発委員会の位置づけに

ついて、お答えします。原開発委員

会の申し出につきましては、平成２
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６年２月１０日の湖東地域一般廃棄

物処理広域化事業促進協議会の首長

会議の中で協議をさせていただき、

今後作成する募集要項に基づいた形

で対応させていただくことになりま

したので、よろしくお願いします。

以上です。  

○議長（北村收君）  再質問はあり

ますか。  

安澤勝君。   

○１６番（安澤勝君）  今、一通り

の説明をいただきましたけれども、

その地域振興策というのは確かにい

ろんな意味でたくさんのお金がかか

るということで、それぞれの事情も

あることからこれについては時間が

かかるというのはよくわかる話です

けれども、要はこのスケジュールに

よって当初示された事務局の７の１

あるいは７の２からするとね、すご

く時間がかかりすぎているというふ

うに思います。やっぱり、これはき

ちんとですね、この選任された委員

会が、やはりこの組合の方のね、ご

意向に沿って委員会を開催して、ど

のようにしていくかということをや

っぱりきちっと事務局の方からも委

員長はじめ、委員の皆さんにですね、

話をして、やっぱり迅速に。でない

とですね、以前もらっているこの資

料４の２に書いてますとおり、これ

は彦根の清掃センターは稼働しても

う今年度末で３８年経過しているわ

けですよね。他の施設から見ても一

番古い施設であるということは重々

皆さん、ご承知やと思いますけれど

も、そのことからも簡単に言うたら

これいつどうなるかわからない状態

で、これから選定までまだ２年かか

ると、選定地が２年かかると、それ

からもの建ててというたら１０年先

の話ですよね。これについては、そ

んなゆっくり構えてたらいつ動かな

くなるかていう保障はないと思うん

です。だから、やっぱりそういうこ

とからもそんな悠長に構えてね、委

員会をずるずると遅くやって公募の

要件を、今どうなっている状況か知

りませんけれども、そんな遅い対応

ではいまだかつていけないと思うん

です。いかに以前、いろんなことで

白紙撤回になったという経緯もある

というのは、わかりますけれども、

それを踏まえてでも早急に委員会を

開いて、しっかりと速い議論をして

いくべきだというふうには思います

けれども、その点についてもう一度

答弁をお願いしたいと思います。  

○議長（北村收君） 建設推進室長。 

○建設推進室長（山岸将郎君）  た

だ今の質問についてお答えします。   

現状では一応スケジュールでござ

いますので、委員会の方にも今度の

会議では、今、そういった質問も出

ましたので、きちっとどういう状況

かというのももう少し説明をしなが

ら、スピード感をもってというよう

な話もさせていていただきたいとは
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考えております。今回当初予算で債

務負担にしましたのも、これも一応

２年間で絶対決めたいという強い思

いがありましたので、安澤議員が言

われるちょっと時間的には遅いとい

うところもあるんですが、一応その

へんでも縛りをかけていったつもり

でございます。これからも議会の方

のこういった意見も十分に参考にさ

せていただいて、それから管理者、

事務局、委員会、委員長、すべてで

連携を十分とってよりいい形で進め

られるように考えていきたいと思い

ますんでよろしくお願いします。  

○議長（北村收君）  再々質問。  

安澤勝君。  

○１６番（安澤勝君）  よくわかる

ようなということになるんですけれ

ども、とにかく、やはり委員長はじ

めですね、皆さん、それぞれご都合

等もあるかと思います。しかしなが

ら、こういった広域行政の委員会の

委員、あるいは委員長を仰せつかっ

た方であれば、万態を期してですね、

いろんな諸事情もあるのは、横に置

いといてでも、広域の住民のために

時間を割いて早急に委員会を開いて、

早急に結果に導いていただきたいと

いうのが、委員会の仰せつかわれた

責任だと思いますので、その点は十

分に委員長さんをはじめ、皆さんに

再度、その委員になっている自覚を

持っていただいて、早く進めていた

だきたいと思います。以上です。  

○議長（北村收君）  答弁はよろし

いね。  

○１６番（安澤勝君）  はい。  

○議長（北村收君）  それでは、次

に通告提出順で行きます。  

それでは次に５番  山内善男君。  

○５番（山内善男君）  質問の前に

議長、標題が２つありますので、一

括ということですが、標題ごとで一

括ということでよろしいですか。  

○議長（北村收君）  はい。  

○５番（山内善男君）  それでは、

５番  山内です。２つありますので

標題１の方から質問させていただき

ます。  

彦根愛知犬上地域ごみ処理施設建

設候補地選定委員会について、今、

他の議員の方からも質問がありまし

たけれども、公募委員の選定があっ

て、第１回の委員会も開かれていま

す。そこで公募委員はどれだけの応

募があって、選定はどなたがあたら

れて、どのような選定基準で選定を

されたのか。私たちは議員も含めて

入れていただきたいというふうにい

っておりましたが、残念ながら議員

の方は外されております。市民の公

募ももっと本当は多く入れていただ

きたかったんですが、たった１名と

いうことですけれど、たった１名と

いうことであれば、どういうような

形で選んでいただいたのか、そのあ

たりのところをお聞かせ願いたいと

思います。２つ目です。募集要件の
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決定にあたって広域議会の承認がそ

の都度必要というように考えますけ

れども、どのようにお考えなってい

るのかお尋ねいたします。選定基準、

選定結果などの毎に議会にかける必

要があるというふうに思います。議

会と候補地選定員会の関係について

お尋ねいたします。  

○議長（北村收君）  建設推進室主

幹。  

○ 建 設 推 進 室 主 幹 （ 村 上 義 一 君 ）   

公募委員の応募者数、どのような選

定基準で誰が選定したかについてお

答えいたします。公募委員につきま

しては男性９名、女性２名の計１１

名の応募がありました。委員の選考

につきましては、彦根愛知犬上地域

ごみ処理施設建設候補地選定委員会

公募委員募集要領に基づきまして、

ごみ問題や環境問題に対する理解度、

中立性、積極性、活動歴、知識・理

解度を基準に、当行政組合の事務局

長、総務課長、建設推進室長、主幹

２名の計５名で選考会議を設け、応

募者の書類選考と面接を実施しまし

た。最終的には、各評価者が行った

書類選考評価と面接評価の結果を合

計し、最も評価の高かった方１名を

公募委員とさせていただきました。  

続きまして、募集要件の決定にあた

り広域議会の承認が必要と考えられ

るが、どのように考えているのか。

また、選定基準、選定結果毎に議会

にかける必要があるかと思うが、議

会と候補地選定委員会の関係につい

て解明することについてお答えさせ

ていただきます。募集要件や選定基

準については、地方自治法第９６条

に規定する議決すべき事項には該当

せず、また議会に上程する報告事項

としても地方自治法第１７９条に規

定する専決処分や個別法に規定して

いるものに限られるため、該当いた

しません。また、土地の選定結果に

つきましても同様でございます。こ

のことから、募集要件、選定基準、

選定結果については、議会の全員協

議会等で逐次説明、報告させていた

だきたいと考えております。  

 なお、議決事項に該当する予算や

不動産の取得契約等につきましては、

議案を上程し審議願うこととなりま

すので、よろしくお願いいたします。

以上です。  

○議長（北村收君）  山内善男 君 。 

○５番（山内善男君）  １つ目の公

募委員の選定について、選定にあた

られた方、また選定基準はわかりま

した。しかし、その結果はですね、

私、非常に不可解なのは、個人名は

申し上げませんけど、私たち配って

いただいている資料１の中に個人名

が明らかになっております。第１回

の委員会も開かれておりましたので、

私も傍聴に出席させていただきまし

た。私は今、選定基準をおっしゃら

れましたけど、これ実際、それとも

選定をされた方はね、元議員の方で
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すよね。これは、私は何かそこのと

ころに非常に不可解な部分をいだか

ざるを得ないんです。私は彦根市の

方で都市計画審議会の委員もしてい

ますけど、都市計画審議会は全体で

１８人おりますけど、その中に議員

が５人入っています。それでそれぞ

れ専門知識を持った者やいろんな関

係の方出ていらっしゃって私たちは

議員という立場で住民の皆さんの声

を掌握しながら審議会に反映をさせ

ていくというこという立場で議論を

進めています。私はそういう意味で

言うと議員が入っていないというの

は非常に納得し難いんですが、これ

は全体として通ってしまいましたの

で言いませんけど、ただ、公募委員

はたった１人なのに元議員の方を選

出するというそういう感覚自体が、

私は選考された基準の中でよくわか

らない。一般市民からすればよく理

解できないことだというふうに思い

ます。まず、１つ目はそのように意

見を申し述べておきたいと思います。 

２つ目です。募集要件の決定です

けれども、私、これは絶対議会にか

ける必要があるんではないかとよう

に思います。先ほどおっしゃられま

した地域振興策についてもおっしゃ

られましたけど各市町の負担の問題

があるというふうにおっしゃられま

した。これはどれくらいの負担を考

えられているのか知りませんけど、

その負担の割合、例えば億というお

金が出てくるのか。それならば各市

町の負担金がどれだけになるのか。

広域行政組合の議会としてそのいわ

ゆる地域振興策にかけるお金につい

ては当然、行政当局だけの判断で進

めていくということではおかしいわ

けですよね。議会の承認を得なけれ

ばならないというように思います。

それが一切入ってなくてスケジュー

ルでは、管理者会、１市４町の首長

で決定をされるようなことのスケジ

ュールになっています。私はこれは

ちょっと如何なものかというふうに

思いますが、ご見解をお願いいたし

ます。  

○議長（北村收君） 建設推進室長。 

○建設推進室長（山岸将郎君）  最

初のまず元議員が入っていることに

ちょっと違和感を感じるという質問

についてでございますけれども、ま

ず現職議員でしたら当然ご遠慮いた

だくという形でございました。元議

員ということは確かにありましたけ

れども全く真っ白な状態で選んだ結

果が１番評価がよかったと、それは

１委員として私は入っておりました

けれども、それを感じましたので何

か特別に議員さんをどうこうという

感じで選んだものではないというこ

とをご理解いただきたいと思います。

次の募集要件の議案の件でございま

すけれども、募集要件自体を議案と

してかけている例はないんでござい

ます。  
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地域振興策については、資料では

管理者会で決定という形でございま

すが、管理者会で決定した後、当然、

全員協議会では説明させていただく

つもりです。それを経た後に募集を

開始しようと考えておりますので、

それが議決案件という形にはならな

いかも知れませんけども必ず報告を

させていただくつもりでございます

のでよろしくお願いしたいと思いま

す。  

○議長（北村收君）  標題１につい

て再々質問はありますか。  

山内善男君。  

○５番（山内善男君）  １項目目に

ついてはわかりました。しかし、や

はりそういうことがあってもですね、

やはり一般の市民目線から見て本来

的にはそういう方についてはできる

だけ点数を低く配慮すべきだという

ふうに思います。  

２つ目ですが、これ予算がどれく

らいを見積もっておられるのか、最

大限、ＭＡＸどれくらいの地域振興

策を充てるような形で見積もってお

られるのか、お聞きしたいと思うん

ですが、私、やはり、小さな金額な

らいざ知らず、かなり環境（地域）

振興策、地元の皆さん、納得をして

もらうための代替の措置ということ

だと思うんですけれども、かなり大

きな金額が巷で流れています。それ

ならば、全協で説明をするだけとい

うことでは私はこれは議会軽視では

ないかというふうに思います。再度、

ご見解をお願いいたします。  

○議長（北村收君） 建設推進室長。 

○建設推進室長（山岸将郎君）  先

ほどの安澤議員の中でもお答えさせ

ていただきましたけども、今現在、

検討中でございます。何も額の確定

はしておりません。全員協議会の方

で例えば話をさせていただいて、そ

の評決があるかどうかわかりません

けどもその辺の話で全く議会の意見

を無視して進めていこうということ

は考えておりません。この前、配ら

せていただいた第１回概要の中で上

がっていたかわかりませんけども、

委員長の方からも議会の方にもきち

っと説明はするようにという意見も

ありましたので、その辺は十分丁寧

に説明をさせていただきたいと思い

ますし、その中で議会とも一緒にこ

の問題について進めていきたいと思

っておりますんでよろしくお願いし

ます。  

○議長（北村收君）  それでは、標

題２に移ってください。  

山内善男君。  

○５番（山内善男君）  今の件です

が、やはり大きな金額ですので、こ

れ議会にかけないというのはどうし

ても承服し難いというふうに思いま

す。私たちとしても検討いたします。 

標題２に移ります。中山投棄場の

埋立終了後の不燃ごみ処理計画につ

いてお伺いいたします。細項目の１
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ですがすでに広域行政組合と鳥居本

学区自治連合会とが話し合いを重ね

られた資料をいただいています。鳥

居本の自治会の中で自治連合会に加

入されていない自治会も存在します。

どのようにその加入されていない自

治会に対して対処されてきたのかお

伺いいたします。本来なら全住民を

視野に入れて、説明会を開催するな

どの理解を得る努力が本来必要では

なかったのかというふうに申し上げ

ておきたいというように思います。   

２つ目です。連合自治会の方から

希望条件に対する回答について、行

政当局の方から出されておりますけ

れども、特にその中の１項目目の細

項目１については真摯に広域行政組

合としても彦根市に本来申し入れる

べきではなかったのかというふうに

思います。確かに回答はされており

ますけれども、ゼロ回答というべき

ものだったというふうに思いますけ

れども、そのあたり広域行政組合と

しても真摯に対応すべきではないか

というふうに思います。  

３つ目です。コンテナ車の通行台

数は当初予定では１日１台、水曜日

のみ４台というふうに私たち説明を

受けましたが、今回の資料では、１

日２台と増加をしています。なぜ、

変更になったのか、お伺いいたしま

す。非常に多くなったということで

はありませんけれど、当初説明では

１週間でいえば８台、今回の提案で

いうと１週間でいうと１０台という

ことになるわけですがいつの間にか

台数の変更が行われております。な

ぜ変更になったのか教えてください。 

４つ目です。環境保全対策費の見

直しについて言及されております。

現在の対策費がどのようになってい

るのかを説明いただいた上で、どの

ような形で見直しをされようとして

いるのか、説明をお願いいたします。

最後です。中継基地の稼働期間は５

年間というふうにお答えになってお

りますけども、その後、それが切れ

たあとですね、どのようにお考えに

なっているのか説明をお願いいたし

ます。以上です。  

○議長（北村收君）  中山投棄場主

幹。  

○ 中 山 投 棄 場 主 幹 （ 水 森 豊 孝 君 ）  

中山投棄場の中継基地設置というこ

とで、本日、地元から出されました

希望条件の回答という資料をつけて

おりますので、それも見ながら見て

いただきたいと思います。  

１番目の質問でございます連合自

治会の中には加入されていない自治

会があるということで、どのように

対処されたかということであります。

また、本来、全住民を視野に入れて、

説明をするなどの、説明会を開催す

るべきだということでございます。

中継基地設置の進め方につきまして

は、鳥居本学区の自治連合会とご相

談し、理事会、自治会長会それに彦
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根市と鳥居本学区自治連合会とで開

催しています調整会議で、協議を行

ってまいりました。また、住民への

周知方法としまして２回にわたり鳥

居本学区の全戸に文書を配布しまし

て、意見集約を図っていただいてお

ります。文書の全戸配布では、自治

連合会に加入されていない自治会に

つきましても自治連合会の役員の方

が自治会長宅に出向かれまして対応

され、同様に文書を配布しておりま

すので、ご理解いただきたいと思い

ます。  

２点目でございます。希望条件に

対する回答のなかで、国道８号線の

鳥居本南という信号がございます。

これは入りますと鳥居本小学校の方

へ行く信号でございますけれども、

その信号地点での改良工事というこ

との実施についてでございます。行

政組合といたしましても真摯に受け

止めまして、中継基地の設置には外

せない条件としまして、強く申し入

れまして、担当課においては、地元

の思いを強く受け止めていただいて

おりまして、地元の協力を得ながら

前向きに検討していくということを

伺っております。  

３点目でございます。コンテナの

台数の違いということでございます。

当初は全戸配布しました文書では、

曜日別の搬入量を１台の１０トンに

つき７トン運べますので、それで割

りました台数を算出したものでござ

います。今回の中山投棄場での中継

基地整備にかかる希望条件に対する

回答書の中では、午前一車、午後一

車ということを準用するとしており

ます。これは、地元の皆さんへの説

明の中で、コンテナの搬出につきま

しては、曜日によっても台数の偏り

がないよう、平準化を、いわゆる平

均化を図りながらということで説明

してまいりましたので、これによる

ものでございますのでお願いします。 

４点目でございますけれども、い

わゆる環境保全対策費の現状と見直

しの考え方というお尋ねでございま

す。現在、鳥居本学区自治連合会に

つきましては、月額１０万円、年に

換算しますと１２０万円、地元中山

町中山自治会につきましては、月額

５万円、年額６０万円を支出してお

ります。  

 今回の中継基地を設置しますと、

パッカー車等によります中山投棄場

への搬入台数につきましては、これ

までと変わりございませんけれども、

圏域外の民間処分場で処理するとい

うことで、１０トンコンテナで中山

投棄場から搬出しますので、その台

数分が増加するということでござい

ます。この車両の増加や車両の大き

さ等を考慮いたしまして、また、物

価水準の変動も勘案しまして環境保

全対策費の見直しを行うことを考え

ております。  

 また、地元から、総合的な環境保
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全に対する対策ということも求めら

れておりまして、地元の意向に沿っ

た対応をしてまいりたいと考えてお

るということでございます。  

最後でございますけれども中継基

地の稼働期間５年ということ、その

後に対するどう考えているのかとい

うご質問でございます。地元では中

継基地の稼働期間がずるずると延ば

されるのは困るということで懸念が

あったということから中山投棄場で

の中継基地の稼働期間を５年に限定

させていただいたということでござ

います。その後につきましては、現

在、新しいごみ焼却場の候補地選定

委員会というものが動き出しており

ます。この新しいごみ焼却場の用地

が決まりましたら、その中で不燃ご

みの中継基地兼選別施設を併設する

という方法も考えられ、その進捗状

況等を勘案しながら、中山投棄場以

外での中継基地を計画する考えでご

ざいますのでよろしくお願いします。

以上でございます。  

○議長（北村收君）  再質問はあり

ますか。  

山内善男君。  

○５番（山内善男君）  １番目です

けど、結局、連合自治会に入られて

いないところについては、チラシの

配布だけで終わったということにな

ってしまうわけですよね。そういう

点では、やはり全住民に対して、等

しく説明をする機会が必ず必要では

なかったかというふうに申し上げて

おきたいと思います。私、彦根市の

中で稲枝地域に住んでおりますけれ

ど、この４月から７つの中学校で学

校給食が始まりますけど、今までは

稲枝の中学校だけが自校方式で給食

を行ってまいりました。中島市政の

最後の時代に稲枝地域の学校給食は

１校だけしかやっていないので行政

からすれば公平性に欠けるのでやめ

ていただきたいという申し出があり

ましたけれども、それは連合自治会

を窓口にはしませんでした。全住民

を対象にみずほの文化センターで、

今も覚えてますけど、市長と教育長

とが説明に来られて、それから全住

民が参加をして、そのような機会が

２回ありましたけどやはりそのよう

な手続きを含めてやはり一度はやる

べきではなかったかというふうに申

し上げておきたいと思います。連合

自治会に入っておられない自治会も

当然あるわけですからチラシの配布

だけで終わってしまったということ

に、そこの住民の皆さんはなってし

まったということだというふうに思

います。  

２つ目です。希望条件に対する回

答ですけど、私これ、私自身申し上

げておきたいのは、住民に配られた

広域行政組合の回答と議員にいただ

いたこれを住民に回答しましたとい

う回答書と違うんですよね。こうい

うことはちょっとあかんというよう
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に思います。住民に対して配られた

回答はＡ４のペーパーで４枚、議員

に対してはこれをかなり省略をした、

かなり大きな文字で書かれたものが

１枚です。ちょっとやっぱりそれは

ね、住民にどのような回答をされた

のですかということで資料をいただ

きたいというふうに申し上げたので、

誠実に住民に配った資料をそのまま

議員にいただきたかったというよう

に思います。このような対応をされ

ると行政当局の方、皆さん誠実にお

そらく仕事をされているはずだとい

うように思いますけれども、すべて

を疑念をいだかざるを得ないような

状況になりますので、こういう対応

はこれから以降謹んでいただきたい

というように思います。議員にいた

だいた回答書は、かなりまとめられ

ておりましてその詳細についてはわ

かりませんでしたけど、住民の皆さ

んからもらった行政当局の回答を見

させていただきました。例えば、１

番の①などは、このように書いてあ

ります。現時点において、当市道の

拡幅計画はありませんが、今後地元

自治会役員各位のご協力と地権者皆

様の合意形成が図られるようであれ

ば、事業化に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。これもう

ゼロベースでの回答ですよ、これは。

行政当局として、本当にやる気があ

るのなら協力をお願いしてほしいと

いうことでそこの家屋の皆さんや地

権者の皆さんに頭を下げて頼みに歩

くというのがやろうと思えばそうい

う対応だというように思います。こ

の回答は地権者の皆さんや自治会役

員の皆さんの協力があれば前に向い

たかなというような、ちょっとぼく

は、この回答については不可解に思

います。そういう意味でいえば広域

行政組合の執行者の皆さんももう少

し彦根市に対しても真摯に対応して

ほしいということを是非申し入れて

いただきたいというふうに申し上げ

ておきたいというふうに思います。   

３つ目です。３つ目は平準化する

ということでしたけど、結果として

台数が増えたということについては

住民の皆さんの方から意見はなかっ

たのかかどうかお聞きしたいと思い

ます。環境の問題については、台数

分が増える分、＋αを考えていると

いうことでわかりました。最後です

けど、新しいごみ処理施設の建設の

中で中継基地の稼働５年間、稼働後

については考えたいということでし

たけど、それで本当に大丈夫なのか

なというふうに思います。かなり、

この問題については長期になるとい

うように思いますけれど、その辺の

お考え、それ自身、ちょっと甘いん

ではないかなと思いますが、それに

対するご見解をお願いいたします。

以上です。  

○議長（北村收君）  中山投棄場主

幹。  
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○ 中 山 投 棄 場 主 幹 （ 水 森 豊 孝 君 ）  

中山投棄場主幹でございます。  

１点目の住民説明会が１回でも必

要であったのではないかということ

でございます。確かに住民を対象と

した説明会がという意見も地元の話

し合いの中で出されました。先ほど

も申しましたとように、私ども組合

としましては、鳥居本自治連合会と

ご相談しながら進めてきたというこ

とでございます。地元としましては、

地域住民の自治組織であります自治

会を活用するということで地域の活

性化ということも考えておられたん

じゃないかということを思うわけで

ございます。  

２点目でございますけれども、い

わゆる回答書が違うということでご

ざいます。住民の方、また自治連合

会へ回答したのはいわゆる行政組合

分と彦根市分と合わせたものである

ということでございます。地元から

質問がありました希望条件につきま

しては、いわゆる事業主体としまし

て、当行政組合分と彦根市分に分か

れます。それを合わせて地元の方へ

はお答えさせていただいたというこ

とでございます。今回の議会につき

ましては資料の一番上にも書いてま

すけれども当行政組合分ということ

でお答えいただいています。回答し

ている中身につきましては、何ら変

わりはございませんのでご理解いた

だきたいと思います。  

そして３点目でございます。コン

テナの台数でございますけども、先

ほど説明しましたとおり、何回かの

地元説明の中で平準化をはかる、曜

日によって偏らないようにというこ

とで説明しましたので、特にそうい

う意見はなかったとということでご

ざいます。最後でございます。  

５年後の対応という中でございま

す。ちょっと舌足らずのところがあ

ったかも知れませんけども、現在、

別途取り組んでいます新しいごみ焼

却場の候補地選定というのは、順調

に進みましたらその敷地の一角で中

継基地というものを先行させていた

だきたいと考えております。候補地

の選定が難航しました場合は構成市

町で新たな中継基地ということを、

場所を探すということを考えており

ます。いずれにしましても中山投棄

場での中継基地の運営というものを

見極めながら稼働３年を目途にどう

するんやという見極めをしていく必

要があると考えておりますのでよろ

しくお願いします。  

○議長（北村收君）  再々質問。  

山内君。  

○５番（山内善男君）  これが最後

になりますけども、チラシの配布の

回答の件では何度も申し上げますけ

れども、回答はですね、彦根愛知犬

上広域行政組合  管理者  大久保貴

という名前で回答されてるんですよ。

だから住民に対して回答していただ
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いた分を議員にも見せていただきた

いというふうに言ったときは、この

名前で回答されたものを見せていた

だきたいとも言っているわけですか

らこの名前で回答された分はペーパ

ー４枚あるわけですよね。たから、

それを議員に対して回答するときは

割愛して回答するというものは、私

自身はそれは論外だというように思

います。間違いは間違いとして間違

いだったということではっきり言っ

ていただきたいというふうに思いま

す。そうでないと、これから議員と

行政当局の信頼関係が崩れるという

ように申し上げておきたいというふ

うに思います。あとの分については、

それなりにわかりました。  

ただ、５番目の今度の稼働５年後

の施設については、新しいごみ施設

の中で考えてられればいいですけれ

ども、その可能性は非常に低いんで

はないかなと思うんでそういう意味

では独自に模索する必要があるので

はないかというふうに申し上げてお

きたいというふうに思います。以上

です。  

○議長（北村收君）  中山投棄場主

幹。  

○ 中 山 投 棄 場 主 幹 （ 水 森 豊 孝 君 ）  

回答書の件でございますけども、や

っぱり当行政組合の所管ということ

で関係分を出させていただいたとい

うことでございます。議員のおっし

ゃることも、全体を出せということ

でございますので、ちょっとこの場

ではわかりませんけど、一度そうい

うことのあり方も検討させていただ

きたいと思います。  

そして５番の５年後の中継基地の

予定でございますけども見極めなが

ら、新しい焼却場の敷地内にできな

かったら、他の所で、中山投棄場以

外の所で探すということも考えをも

ってますのでよろしくお願いいたし

ます。以上でございます。  

○議長（北村收君）  それでは次に

通告提出順になりますが、６番  西

澤伸明君。  

質問は一括でお願いします。  

○６番（西澤伸明君）  ６番  西澤

です。  

私は、一般質問で一般廃棄物処理

の広域化事業に関連して、管理者お

よび事務局の見解を質すものであり

ます。私はごみ問題を通じてそれぞ

れの市町、地域で民主主義を作って

いきたいとの願いから質問します。

ごみ問題に対する当組合の基本的立

場を確立する必要があると、従来か

ら考えているものであります。それ

には構成市町のそれぞれの立場があ

ると思いますが、ごみ処理の直接の

現場として、複雑、困難さを深めて

いるごみ問題の根本的な解決の方向、

展望をまず明らかにする必要がある

と考えます。その一里塚として、新

施設との位置付けが必要と思います

が、当組合の見解をお尋ねするもの
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です。よろしくお願いします。  

○議長（北村收君） 建設推進室長。 

○建設推進室長（山岸将郎君）  た

だ今の質問にお答えします。  

平成２６年２月議会で西澤議員の

質問にお答えしましたとおり、いわ

ゆるごみ減量化やリサイクルを基本

とした廃棄物を発生させない（発生

抑制）、不用物の有効利用（再使用）、

資源としてのリサイクル（再生利用）

という３Ｒを推進し、なおかつ熱回

収を行って、環境への負荷ができる

限り低減される社会の実現、つまり

循環型社会の実現を住民の皆さんと

一緒に進めていくことがごみ問題の

根本的解決の方向だと組合としては

考えております。  

 この循環型社会の実現には、広域

でのごみ処理方法の統一化によるご

みの減量化の推進、広域ごみの集中

分別によるリサイクルの推進、広域

資源ごみの集約によるダイオキシン

の発生抑制、熱回収が見込まれる新

施設は欠かせないものと考えており

ますので、よろしくお願いいたしま

す。なお、循環型社会の実現ととも

に、新施設は、公共施設の集約化に

よる経費の合理化を見込めること、

さらに国の交付金の交付も受けられ

るため、住民の皆さんの経済的負担

の軽減にも寄与するものと考えてお

ります。以上です。  

○議長（北村收君）  再質問はあり

ますか。  

西澤伸明君。  

○６番（西澤伸明君）  質問を出し

ました背景はですね、なぜこの問題

を取り上げたかという私の問題意識

からであります。人間の社会生活、

経済活動と深い関わりを持ち身近な

問題にも関わらず遠い存在となって

いるという危機感もあるからです。

最近、世界の研究者たちが明らかに

したプラスチックごみが世界で８０

０万トン、海に陸に堆積していると

いう記事を目にしました。８００万

トンという、想像がつきませんがそ

のプラスチックごみが微粒子となっ

て、大気中にまた海水に漂い、魚な

どが餌とともに捕食し、食物連鎖に

より地球上の人類を含むあらゆる生

物、生存環境に否定的で深刻な影響

を与えているというものでありまし

た。そこで、岩佐恵美さんという国

会議員も務めた環境資源廃棄物問題

研究家の方でありますが、これが雑

誌に小論文を投稿されていましたの

で若干引用します。Ａ４の１５ペー

ジに及ぶものですので割愛をして紹

介をしたいと思いますが、ごみ問題

をそもそも考えるという件で非常に

含蓄のある提起をされています。一

筋縄では括れないような簡単な課題

ではないように思います。人々の生

活環境やそれぞれの土地や地域間で

随分違いがありますと述べながら、

しかし、ごみ問題は人々の命、そし

て環境を守る視点から考えていかね
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ばならない重要なテーマだというこ

とはいつの時代も変わらないのでは

ないでしょうか。そして、多様なご

みに対する住民の意識のところで非

常におもしろい分析をされています。

まず、ごみを出す人たちについて言

えば、焼却炉やごみの分別施設、最

終処分場、ごみ処理施設周辺に住む

住民は別として、多かれ少なかれ、

ごみが目の前から消えてなくなれば

それでよいと考える傾向が強いのか

も知れませんと指摘しています。そ

して、分別されたごみがどこへ、ど

う運ばれ、再資源化されているのか

ということについても、行政から正

確な情報が知らせない上に住民自ら

が進んで関心を示すことはあまり多

くないかも知れませんと述べていま

す。そして収集された燃やされたご

みが、どこへ、どう埋め立てられて

いるかについてまでほとんどの人が

関心を持っていないと考えるのが一

般的ではないでしょうかと件で述べ

ています。そして、利潤追求がもた

らす歪みを正して、環境、命、資源

としての解決をということで、行政

の政治の中心的な責任を述べていま

す。そして、今、推進室長さんが述

べていただきました政府の方向は、

大変これに逆行していますと述べて

います。遅々として進まない国の循

環型社会形成推進政策です。この中

に基本計画が８つの取り組みを上げ

ています。これ省略をしますがその

中に２Ｒですね、これは具体的には

何らその方策が示されていません。

それどころか、拡大生産者責任です

ね。つまり、生産者が責任をしっか

り最後まで負うという仕組みですが、

その具体化は棚上げする一方で、自

治体と住民に負担を負わせる、ごみ

焼却中心のごみ行政、住民へのごみ

手数料有料化など、従来の延長線で

の取り組みについては相変わらず強

調して記述していると批判をされて

います。そしてその中にですね、改

修とそれから長寿命化から、つまり

そういう流れから、今、大型炉新設

路線へ逆戻りしているということで

警鐘を鳴らされています。その最た

るものは、アベノミクスで大型施設

建設路線が復活をしつつあるという

ことです。１３年度の予算の中でも

書かれていますが、広域的かつ総合

的な廃棄物処理、リサイクル施設整

備を支援すると明記をされています。

ですから、このごみ行政を大きく左

右する焼却炉の建て替え問題で、ど

う自治体やそれから私たちと組合が

どう臨むのかは非常に大きな分かれ

道だというように思います。最後の

方の件はですね、ごみ処理広域化で

は住民の目、声が届きにくいいうこ

ともしっかりと指摘をしていまして、

私ども、また当局者がですね、この

ことを自覚をする必要があるという

ように思います。そしてその中で、

こうした焼却炉メーカーを喜ばせる
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結果をもたらすだけの国、広域、大

規模化、焼却炉施設の建設誘導はご

み焼却処理量の減量による環境負荷

への軽減と自治体のごみ減量による

経費削減に逆行することは明らかで

すと非常に明解に指摘をされていま

す。そして、国は誤った施策を転換

して住民本位、今言われました住民

の皆さんと共に考える上で何が必要

かということを述べられて、最後に

このように締めくくられています。

ごみ問題はまさに地域の民主主義を

作っていく取り組みに他なりません。

この、私、小論文を読みまして改め

て、ごみ問題に向かう私たちの基本

的な立場をそれぞれの住民もそうで

ありますし、構成市町で構成されて

いるこの当組合がはっきりとした、

明確な方向を持つ必要があると思う

んです。当組合は構成市町の首長さ

んで執行部を構成しているわけです

がごみ問題で言えば、処理を委託さ

れている関係にあると思います。し

かし、独立した行政事務を担ってい

ます。逆に、ごみ現場に直接接して

いる強みを活かして、ごみ問題の根

本的な解決のためには何が必要か、

国政、地方政治が抱える問題点は何

かなど、現状を踏まえた課題の提言

を説得力をもって行える現場だと私

は思っています。この点でこのごみ

問題の根本的な解決、当組合は２つ

の候補地について断念の方向になり

ましたし、破談という結果もありま

した。その結果を受けて、そういう

方向を是非とも作っていく点でもで

すね、逆に言うたらそういう経験を

経た当組合でもありますし、構成市

町でもあると思うんです。その見解

を再度求めます。  

○議長（北村收君） 建設推進室長。 

○建設推進室長（山岸将郎君）  た

だいまの質問についてお答えします。  

ごみ問題につきましては、構成団

体である各市町で住民の身近な問題

として捉えて、ごみの減量化にまず

取り組むということが必要であると

思います。それから生産者の責任と

いうことも、例えば廃掃法にありま

すように各市町は一般廃棄物の処理

について、計画を立てて処理しなく

てはいけないというような規定もあ

りますようにその中での計画を含め

て、指導も行っていくと思います。

各市町で住民と共に身近な問題とし

てそのごみの減量化を捉えた上で、

ごみの減量化を推進し、さらにその

上で広域化をすれば、先ほど申しま

したように資源ごみの効率的な回収

やダイオキシンの縮減、熱回収によ

るエネルギーの再利用、建設運転経

費の削減などのメリットがございま

すので、そういった循環型社会、そ

れからごみ問題の解決ができるとい

うふうに、広域化をすればできると

考えております。声が届かないとい

うことでございますが、先ほど議員

の方からもおっしゃられましたとお
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り、各構成市町で運営もしておりま

すのでそういった声はすべて届きま

すし、それとこちらの方の組合の意

向もさらにまた還元することは可能

だと考えています。例えば、国の交

付金につきましては、事業費の３分

の１補助、あるいは２分の１補助と

いうものがございます。そちらの方

の要件で行きますと、今は廃棄物の

処理量の要件はございません。人口

が５万人以上、あるいは面積が４０

０キロ平方メートル以上の２点のみ

でございます。そういったところで

この交付金を受けるためには、やは

り広域化をした方がいいであろうと。

ただ、そういった中で各市町がそれ

ぞれごみの減量化をはかって、その

適正な施設を建てるということが、

大型化ということに完全につながる

ものではないと考えておりますので

よろしくお願いします。  

○議長（北村收君）  再々質問。  

西澤伸明君。  

○６番（西澤伸明君）  心配しまし

たとおりですね、国の補助金に誘導

されて、各市町が優先的にそのごみ

問題を対応する以前にですね、平成

１３年、この破談の基になった広域

化、県の音頭、そしてその背景には

国の制度があります。そのようにし

て、背景が大きな国の力でされてい

ます。それに対してしっかりと住民

に寄り添って行政組合、広域の組合

が基本的なスタンスを守らない限り、

大型化はありきで進んでいきます。

その点、注意喚起をしておきたいと

思います。私は、過去２か所の広域

化新施設の建設候補地が破談をした

一番の背景はですね、これについて

根本的な総括ができてないというよ

うに私は思います。それであれこれ

の技術論ではないと思うんです。住

民と共に心も知恵も寄せ合い、先ほ

ど答弁で住民と共にと言われました

けども、そのいろんな行政の姿勢と

いい、事務手続きといいですね、住

民の代表である議会と共に相談をし

ていく。それから、公募の委員が１

名、もともと住民の皆さんと一緒に

考えるというスタンスではないんで

すよ。こういう点はですね、具体的

に改めない限り、住民と共にという

のは進みません。それで、通い合っ

てですね、解決していくというごみ

問題に対する行政の基本姿勢が不足、

いえ、欠けていたというのが正確な

総括の視点だと思います。当組合も

そのことをしっかりと文章化をして

総括に入ってですね、次の行政運営

に臨んでいくことを改めて提起をし

たいと思います。今度は候補地選定

の委員会に立ち上げになってですね、

不十分でながら、その２つの破談の

問題を踏まえて、こういう結果、こ

ういう方向に進み始めました。です

からごみ問題のそもそもの問題点、

解決すべき問題を根本からしっかり

と捉えた提言なりをする必要があり
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ます。当組合の処理の規模はですね、

全国から比べれば、ごくごく小さな

ものかも知れません。しかし、先進

的な取り組みは全国で注目をされま

す。小さな市町であっても、先進的

で環境に負荷を与えない非常に努力

をした取り組みをされている自治体

もあります。そういう点ではそもそ

もごみ問題はという、根本の解決に

は方向を、展望を与える提言をまと

めるということを進んでいただきた

いということをお願いをして見解を

求めます。  

○議長（北村收君） 建設推進室長。 

○建設推進室長（山岸将郎君）  私

の方の先ほどの説明が少し国の交付

金という言い方をしてしまったので、

国の施策に則ってというふうに捉え

られてしまったのかも知れませんけ

ども、先ほど最初に言いましたよう

にごみをそれぞれが減量した上で、

施設をさらに集約していくというこ

とは一番ごみの減量につながるし、

経費の削減にもなるということが一

番でございますので、そういった観

点を考えながら、それから過去の経

緯というのはこの事業に関わらせて

もらった関係上、よくわかっている

つもりでございますので、そういっ

たところで改善した方がいいであろ

うという点は改善していっているつ

もりでございますのでご理解いただ

きたいと思います。  

○議長（北村收君）  はい、それで

は次に通告提出順で最後になります

が４番目、８番  今村恵美子さん。  

○８番（今村恵美子さん）  それで

は私は紫雲苑関係でちょっと一般質

問をさせていただきたいと思います。 

休日等火葬委託業務の問題を問うと

いうことで、火葬業務、誰しも最後

はお世話になるんですけれども、失

敗は許されない業務です。近年、当

組合では、導入いたしました委託業

者の火葬業務について、もし火葬業

務において何らかの遺族とのトラブ

ルや火葬業務内容で不適切な問題が

起きた場合、その対応や委託業者へ

の指導は当然、契約を交わしている

管理者に問われて参ります。このこ

とについてまず当組合の見解を伺い

ます。  

○議長（北村收君）  紫雲苑場 長 。 

○紫雲苑場長（茶木作夫君）  確か

に言われるとおりでございます。も

し何かあれば問われる責任者は管理

者でございます。それで、まず法的

にいろいろ規制がありますので、法

的に言われるということがございま

す。それで、当組合の職員もさるこ

とながら、委託業者についても当組

合以外でも委託業務は受けておりま

す。それによりまして、業者もいろ

いろ勉強をしておりまして暫時、そ

の辺の失敗がないということで一応、

業務は毎日、日々緊張をもって業務

をしているというように聞いており

ます。  
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○議長（北村收君）  再質問。  

○８番（今村恵美子さん）  場長の

方から失敗がないように万事研究し

てやっているというお話だったんで

すけれども、この休日等委託業務と

いうのが紫雲苑の休日が年間１月１

日、１日間ということに変わりまし

て、そのために正規の火葬業務職員

３名の休日等の関係もあり、業者委

託という形、システムをとってきて。

これは２３年度からですよね。とっ

てるんですけれども、やはりこの火

葬業務というのは、私も何度かあそ

こでそういう場に立ち会っています

けれども、やはり非常に専門性のあ

る業務として、大事な仕事だと思う

んです。そういった中で、２６年、

今年度、この委託業者の、当組合に

来て、請負業者から派遣された人が

火葬業務を行うわけですけれども、

何日、１日で何人来られて、何体の

火葬業務をしているのか、そのこと

をまず明らかにしてほしいんです。

なぜかと申しますと、請負をしてく

る場合には、今、紫雲苑で働いてい

ただいている火葬業務正規職員は、

派遣で来られた業務に対して指導・

監督はできないんですよね、法律的

に。ですから先ほどおっしゃったよ

うにその委託業者が派遣させた職員

に対してしっかりとした業務の内容

把握と業務遂行をさせる義務がある

わけですけど、それに対して、いろ

いろな派遣で来た人たちが、何かあ

った場合に２６年度にはあそこを利

用された住民の方からの苦情は全く

なかったということで理解してよろ

しいんでしょうか。先ほどの場長の

説明ではそういうように聞こえたん

ですけれども、なかったらよろしい

ですけれども今後の懸念としては、

委託業務ということでは非常に派遣

されてくる職員の能力、また経験と

いうのは不特定となって経験の少な

い人も来る、パートさんも来る、そ

ういう可能性が無きにしも非ずだと

思っています。そういった中で、そ

の問題を解決するためには、その業

者に鋭意勉強してもらうということ

は当たり前のことですけれども、そ

れが本当にしっかりと当紫雲苑の火

葬業務で活かされるかどうかという

のは私はたいへん懸念を感じており

ます。何かと申しますとやはりああ

いった業務というのはプロとして専

門をもって何年もやっておられる方、

うちは正規職員３名いらっしゃいま

すから直営でちゃんと職員さんがや

っていただいておりますけれども、

委託でいけばその委託業者の都合で

いろんな職員が派遣されてくるわけ

ですよね。ですからそういった問題

が生じないということはとてもちょ

っと考えられないなと。今後の状況

を考えて、非常に懸念をしています。

そこで、２６年の、今年度において

の休日の火葬業務をどこの業者に委

託されているのか。そして、何日、
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１日何人、火葬タイプについても答

弁をしていただきたいと思っており

ます。  

それとうちの債務負担行為を見ます

と、紫雲苑の休日等火葬業務の債務

負担行為は、４９３８万という形で

債務負担行為をもう上げております

よね。それが、今、４年目、２６年

度で。それで、１１６７万８千円と

いう形で今の期間では業務委託料を

支出見込みだと。今後については、

３７７０万２千円という形で今後の

支出負担行為を考えているというこ

とですけれども、その業者委託をす

るのと私は正規職員３名しかいない

んですけど、ゆくゆくは年齢的に定

年になって退職される方もいるとい

ったことはある中で、当組合におい

てはこういう火葬業務職員は正規職

員としてきっちりと配置をしていく

べきだと思うんですけれども、その

委託業務見通しと直営でやる必要性、

私、委託よりも直営で臨時職員を足

りないときは補充した方がよっぽど

今の職員さんが指導できていいんじ

ゃないかと思いますけれども、どう

いう見通しをもって今後これやって

いこうと思っているのか、２６年の

実績を踏まえて説明をお願いいたし

ます。  

○議長（北村收君）  紫雲苑場 長 。 

○紫雲苑場長（茶木作夫君）  火葬

業務につきましては、１日、何人と

いうのはそれぞれ亡くなられて会葬

が、葬式が行われるというのがあり

ますので日によっては、ない日もあ

りますし、多い日は８件とかいう日

もあります。それは、委託業者の場

合は金曜日の日に前日、何件ありま

すという形で業者の方に報告をいた

します。業者につきましては株式会

社きくやです。それに火葬の人数に

よりまして向こうの方から派遣をし

てきます。だから、少なければ少な

い人数、多ければ多いという形でご

ざいます。その中に必ず１人はベテ

ランのような方がおられます。あと

は、見習いの方とかいろんな形で来

られる場合もありますけど、だいた

いそういう形です。そこもよそでい

ろいろやってますんで人をよそで毎

日やっている人が休日になったらこ

ちらの方へ来るという形ですので、

うちだけで業務をやっている人は、

まずおりません。という形ですので、

その技術についてはよそでも火葬業

務を行っている方がうちの方へ来ら

れているというような形でございま

すのでその辺よろしくお願いします。

それで、先ほど言いましたように、

１日  何件とかいうのは平均とれま

せんので、それだけは言えません。

火葬の人数によって派遣される方が

増減があるということがありますの

でそれだけはお伝えしておきます。

それとあと、先ほど言いましたよう

に 今 後 、 正 規 職 員 で い っ て ほ し い

云々というようなことがありますけ
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ど、今現在は、先ほど全協で言いま

したように任意団体であります斎場

協議会、一応７斎場入っております

けど、うち以外の全部、委託をして

ます。火葬業務は委託してます。あ

とお金につきましては、その組合が

しているところと全部委託している

ところといろいろあります。そうい

う関係ですけれども、うちの方とし

ましては現在、正規の職員がおりま

すので、現状では現状維持という形

でいこうと思っています。今後につ

きましてはちょっとまだ検討してお

りませんけど正規職員がいる限りは

現状でいくという形で、現在は考え

ておりますのでよろしくお願いいた

します。  

○議長（北村收君）  再々質問。  

はい、今村恵美子さん。  

○８番（今村恵美子さん）  今、場

長が火葬の件数によって休日委託、

きくやから、業者から人を何人派遣

するかを決めてやっているというお

話でした。その来た人がベテランか

見習いかという関係なく、その人自

身が正規の職員かパートさんかそう

いうことまでは契約の間では規定は

何もないでしょ。どういう形の雇い

入れをした人が来てくれるのかとい

うのが私は大変問題だと思うんです。

やはりね、責任をもって一生懸命や

ってくれるのは正規の職員さん。や

っぱり仕事として誇りをもってやる

んだという形でやってるからできる

んですよね。他の斎場も委託してい

るからあっちこっち行っているから

慣れてますという問題じゃないんで

すよ。その人が私たちの住民の、管

内の住民さんが誰か身内が亡くなっ

た場合にあそこで当然お世話になる

わけですからね。その時にやはり誠

意をもって責任をもってその人たち

の気持ちにちゃんと則して業務をし

ていただくことができるのは、やは

り一定、給与体系の保障のあるね。

私はだから当組合の火葬業務は非常

に優れていると思うんです。今、全

国的にそういった指定管理者へ委託

やそういったことが自治体からされ

るけど、でもそれが決していいとい

うことにはなっていません。はっき

り言って。経費が安ければいいとい

う話とかよく出ますけど現実的には

その委託業務費用はそんなに安くな

ってない。うちの場合は。と私は思

っております。ですから、今後やは

り、紫雲苑の今の大型改築で施設の

中の用務も増えていくわけですけれ

どもそういった中で火葬業務が一番

のメインなわけですから、そこに対

してはきっちりと住民の負託に応え

られるような業務をしていくために

は、私は業者委託というのは本来、

当紫雲苑においては私はやめていく

べきだと思っています。今の職員さ

んたちのあとに続く、また後継の職

員をつくって直営で火葬業務を当組

合ではしていくということが長い目



 

40 

 

で見たら安定的にまた質の変動がな

く、そして住民の気持ちに沿った、

心をもった火葬業務ができると考え

ておりますけれども、そういった面

で先ほど、この委託業務はまだ何年

契約でしているかわかりませんけれ

ども、２７年以降、委託業務という

のはどういう契約で、今、交渉され

ているのか、最後、聞かせておいて

ください。よろしくお願いします。  

○議長（北村收君）  総務課長。  

○総務課長（山田禎夫君）  今村議

員の質問にお答えいたします。きく

やとの業務委託につきましては、５

年間の長期契約でやっているところ

でございます。したがいまして、平

成２８年の３月３１日に５年の契約

が満了して、それ以降はまた新たな

委託契約ということになろうかと思

います。それは、きくやとかじゃな

くて、指名競争入札で新たな業者選

定ということになろうかと思います。

以上でございます。  

○議長（北村收君）  以上で事前通

告のあった質問は終了いたしました

ので一般質問を終結いたします。  

これで本日の日程は全部終了いた

しました。会議を閉じます。平成２

７年２月彦根愛知犬上広域行政組合

議会定例会を閉会します。  

 

午後４時 25 分閉会  
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平成 27 年２月 27 日 (金曜日 ) 

    午後２時 00 分開会  

○議長（北村收君）  それでは、皆

さんこんにちは。本日は大変お忙し

い中、お集まりいただきまして、あ

りがとうございます。  

それでは定例会の開会前にお時間

をいただきまして、全員協議会を行

います。それでは本日の欠席者につ

いて、事務局に報告をさせます。  

事務局。  

 

○事務局（高田事務局長）  失礼い

たします。それでは公務等による欠

席届が提出されておりますので、ご

報告申し上げます。彦根市選出の小

川喜三郎議員、安居正倫議員、甲良

町 選 出 の 木 村 修 議 員 、 以 上 ３ 名 の

方々から欠席届が提出されておりま

す。以上でございます。  

 

○議長（北村收君）  次に今定例会

の開会にあたり、管理者よりあいさ

つをお願いいたします。  

管理者。  

 

○管理者（大久保貴君）  皆様、こ

んにちは。ひとこと、ごあいさつを

申し上げさせていただきます。  

本日は、平成２７年２月組合定例

会を開会をさせていただきましたと

ころ、議員各位におかれましては、

誠にお忙しいところ、ご参加いただ

きましてありがとうございます。併

せまして、平素から当組合の管理運

営に格別のご理解、ご支援を賜って

おりますことを重ねてお礼申し上げ

たいと思います。  

さて、本日は平成２６年度一般会

計補正予算ならびに平成２７年度一

般会計予算について、議案を提出さ

せていただいておりますので、どう

ぞ慎重なるご審議の上、ご決議をい

ただきますようよろしくお願いいた

します。簡単ではございますが冒頭

にあたりましてのごあいさつとさせ

ていただきます。どうぞ、よろしく

お願いいたします。  

 

○議長（北村收君）  はい、ありが

とうございました。これを持ちまし

て、全員協議会を終わります。  

       午後２時 02 分閉会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        


